
 
 

平成２５年度年末年始業務運行推進の 

基本方針・要綱の提示について 

 

 信越支社郵便事業本部オペレーション部は、本日（9 月 30 日）「平成２５年度年末

年始業務運行推進の基本方針・要綱の提示」について地方本部に説明してきました。 

 

※ 概要については交渉情報 NO,２と同様のものです。 
 

 支社資料は、Ａ３サイズで「平成２５年度年末年始業務運行推進の基本方針・要綱

（２ページ）」、「平成２５年度年末年始期におけるゆうパックの取扱い（２ページ）」、

「平成２５年度年末年始期における年賀郵便物の取扱い（２ページ半）」及び「平成２

５年度コストの低減（半ページ）」により構成されています。 
また、補足資料として別添（支社資料２）業務及び要員配置の計画の記載事項等が

添付されています。 
 
 前年度の年末年始オペレーションの推進（骨子）における概要概要概要概要は、① 年賀郵便物

は引受物数が対前年３．３％減少する中、元日配達物数についても対前年２．２％の

減少となった。② ゆうパックについては、全体的に安定したオペレーションを確保し

た。③ 元日に支店で受け付けた申告は対前年６．１％減少したが、お客さまサービス

相談センターで受け付けた支店関係の苦情が１７件あり、より一層の品質向上が必要

である。④ 今年度はお客さまの需要を維持・拡大するため「品質向上」に取り組み、

品質の維持・向上に必要なコストは見込んだ上で、効率的な集中処理、区分機の最大

限の活用、適正な要員配置等による「単年度黒字を達成」するためのコスト低減に取

組むとしています。 

 以下に平成２５年度の特徴点を記載しますが、ほぼ昨年同様の施策を踏襲した考え

方が示されています。詳細については別紙支社資料を参照願います。 
 

重点推進事項重点推進事項重点推進事項重点推進事項として、① 推進体制の早期確立、② 元日配達物数の増加、③ 品質

の向上、④ 犯罪事故の防止・接遇マナーの向上の４点が示されています。 
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１．基本方針として 

ゆうゆうゆうゆうパックパックパックパック 

（１）確実な結束の確保、（２）品質の確保、（３）コストの低減、 
年賀郵便物年賀郵便物年賀郵便物年賀郵便物 

 （１）品質の向上（２）コストの低減が記されています。 

 

２、 共通事項共通事項共通事項共通事項では、年末年始期間中に必要な業務及び要員配置計画について、自

支店の状況を踏まえた上で、要員配置計画は１０月３１日（木）まで に業務運行計

画は１１月５日（火）までに策定するとしています。 
３．残留点検残留点検残留点検残留点検については、追加残留点検実施日を設定してあります 

 ４．年末年始年末年始年末年始年末年始においてにおいてにおいてにおいて特特特特にににに留意留意留意留意するするするする事項事項事項事項    

 安全対策については休憩・休息をしっかりと確保したうえでの業務運行となるよう

要請致しました。 

 

 平成２５年度 年末年始期におけるゆうパックの取扱い（P,３） 

 平成２５年度 年末年始期における年賀郵便物の取扱い（P,５～６）については支

社資料でご確認ください 

 

 
（１）年賀カラ－管理による先後処理については、従前どうり二段階のカラー管理に

よる先後処理を徹底するとしています。 
 
（２）戸別組立及び事故処理１００％実施日は１２月２４日（火）又は２５日（水）

を信越独自日とし全国統一日は１２月２６日（木）及び３０日（月）としていま

す。 
 
（３）正社員等による配達（外務短期アルバイト０施策）については、① 事前準備や

通区訓練が不要、② 誤配達等の郵便事故の減少による品質向上や対応に関する時

間削減、③ 交通事故防止、④ 突発欠務や帰店の遅延等による不安・対応が不要

など、の利点があります。この外務短期アルバイトの労働力を内務へシフトする

ことにより、社員年賀を推進していくとしています。 
（４）区分機稼働計画は昨年と同様で、ア 年賀差立処理が第一順位、イ 当日の午前

中までに到着した年賀を当日中に外務交付、ウ 到着物数により区分機処理を２パ

スと配達区分の割合で調整、の順位付けとなります。 
 

 
事故犯罪事故犯罪事故犯罪事故犯罪のののの防止防止防止防止のののの防止防止防止防止にににに向向向向けたけたけたけた取組取組取組取組みみみみ事項事項事項事項    

（１）多くは通年的に取組まれているものです、年賀はがきの誤組立の防止について



は昨年同様、戸別組立を終えた年賀郵便物で、点検済のものは「青色」の輪ゴムを

掛けますが、配達原簿に「注意」、「誤配」、「新規」のある世帯においては点検後「赤

色」の輪ゴムを掛け注意喚起を行なうとしています。 
 
（２）特に業務が輻輳する時節のため、交通事故防止及び労働災害については、訓練・

指導を含め、万全を期すとしています。 
（３）残留点検については追加残留点検日を実施し１１月２５日（月） 

１２月２日（月）、１２月２０日（金）、１２月２７日（金）、１月７日（火）を

対象日と致します。 
そのそのそのその他他他他    

  改めて説明のあるもの 
（１）年末年始の窓口開設 
（２）冬期増区 
（３）輸送計画 
（４）借入施設の設置 
（５）ゆうパックの委託配達 
（６）全社員年賀の展開について 
 
【【【【意思疎通意思疎通意思疎通意思疎通スケジュールスケジュールスケジュールスケジュール等等等等についてについてについてについて】】】】    

    

昨日、支社から「平成２５年度年末年始業務運行推進の基本方針・要綱」について

非公式説明を受けました。 
今後、１０月１日（火）正午までに支部意見を集約し、１０月２日（水）に地本要

求書を提出する予定です。その後、地方段階での整理を１０月１５日（火）までに行

なう予定です。よって、職場段階では地方整理以降、１１月１５日（金）までに分会

要求書の提出と合わせ単局窓口及び職場推進委員会を終了し、遅くとも１１月２９日

（金）までには業務研究会等による社員周知を終了のこととします。 
（支社資料－平成２５年度年繁交渉（案）スケジュール参照） 
 

１ 平成２５年度年末年始業務運行推進計画の非公式説明 
９月２４日（火） 

２ 平成２５年度年末年始業務運行推進計画の正式説明 
   ９月３０日（月） 
３ 地本意見表明と最終整理 
   １０月２日（水）～１０月１５日（火） 
４ 支店段階（分会要求書の提出及び単局窓口並びに職場推進委員会） 

  １０月１８日（金）～１１月１５日（金） 
５ 社員周知・業務研究会等 



  職場推進委員会終了後 ～１１月２９日（金） 
 
※ 推進計画に対する地本の意見表明については、１０月２日（水）を予定しています。 
地本交渉に関する支部意見については、その有無に係わらず１０月１日（火）正午ま

でにメール、ＦＡＸ等で質問・意見をお願いします。（無ければ「無し」で報告願い

ます） 
本文書及び今後周知する地本要求と最終整理内容については、必ず、分会役員の手に

届くよう支部対応をお願いします。なお、詳細については、郵便交渉担当者会議で説

明します。 
 


